
 

■令和７年今治市林野火災にかかる専決処分について(４月 23 日専決) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 全焼家屋等の解体撤去費用補助金 [資源リサイクル課] 

歳出：10,000 千円 

被災者に対する生活再建支援のため、所有する建屋が全焼する被害を受けた世帯に対し、 

解体・撤去にかかる費用を補助するもの 

補助率：10/10（上限額：100 万円） 

 

２ 事業用建屋等の解体撤去費用補助金 [産業振興課、農林水産課] 

歳出：21,000 千円 

被災した事業者の事業再建支援のため、事業用建屋等が全焼する被害を受けた事業主に 

対し、解体、撤去にかかる費用を補助するもの 

補助率：10/10（上限額：①事業用施設 1,000 万円、②農業用施設 50 万円） 

 

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 [福祉政策課] 

歳出：200 千円（県 200 千円） 

住宅が全焼したことにより、生活上必要な被服、寝具、その他日用品等を喪失等し、 

直ちに日常生活を営むことが困難な者に対し、生活必需品の給与又は貸与するもの 

対象経費  被服、寝具、日用品、炊事用具など 

支援上限額   １人世帯  32,800 円 

         ４人世帯  69,000 円 

 

４ 災害援護資金の貸付 [福祉政策課]  

歳出 17,500 千円（市債（県貸付金）17,500 千円） 

対象者   住家が全焼したことにより住宅、家財に被害を受けた者 

貸付限度額 350 万円 

利率    無利子 

償還期間    10 年（うち据置期間３年） 

 

 

■補正予算                                    

令和７年度今治市一般会計補正予算（第１号）68,900 千円        

（令和７年４月 23 日専決処分） 

令和７年今治市林野火災による被災者支援などについて、緊急に予算措置の必要があるた

め、次のとおり補正予算を編成しました。 



 

 

５ 災害ボランティアセンター運営経費 [福祉政策課] 

歳出：1,200 千円（県 1,200 千円） 

市社会福祉協議会が運営する災害ボランティアセンターの人件費 

災害ボランティアセンター開設期間 Ｒ７.３.28～ 

 

６ 林野火災復旧計画書策定業務委託 [農林水産課] 

歳出：2,000 千円 

現地調査を行い森林火災の被害状況を把握するとともに、学識経験者等の意見を聴取し 

ながら、今後の対策方針を決定するための基礎資料を整理するもの 

復旧計画書策定一式 

 

７ 消防用ホースの購入 [警防課] 

歳出：17,000 千円 

消火活動により減耗した消防用ホースについて、緊急時の対応に備え補充するもの 

65mm ホース：＠69,850 円×190 本＝1,328 万円 

50mm ホース：＠60,500 円× 60 本＝  363 万円 

 

 


